


参加者の声 企画提案者から一言

　企画をさせていただきました、河合町在
住の主婦です。ナイナイのお見合い大作戦
放送後、盛り上がるであろう河合町の勢い
をそのまま盛り立てていけたらと思い、今
回企画させていただきました。ただ、お見
合いパーティーをしたいということではな
く “河合町 ” を若者が集まる街にできたら…
　また、出会いの場となった “ 河合町 ” を
大切な場所として再び訪れてもらえたら…
と、町を知っていただくきっかけになれば
と願っています。

　町外から参加しまし
た。お見合いイベント
の中で、河合町の紹介
も随所にあり、河合町
を身近に感じるきっか
けになりました。本家
「ナイナイのお見合い大
作戦！」に参加してい
るような緊張感と高揚
感の中、楽しく参加す
ることができました。

　友人からの紹介で、県外から
イベントに参加させていただき
ました。「ナイナイのお見合い
大作戦！」の本番さながらの企
画に参加し、テレビ放送を観た
視聴者として楽しく参加できま
した。また、七夕にちなんだ企
画では、短冊に願い事を書き込
んだりと充実した時間を過ごす
ことができました。ありがとう
ございました。

　７月２１日（土）「すな丸のお見合い大作戦」を開催しました。
　当初、予定していた７月７日（土）が台風上陸の影響で日程変更となりましたが、男性１３名・女性９名と多くの
方にご参加いただけました。
　今回のお見合い大作戦は、町内外の方をはじめ、県外の方にもご参加いただき、本町のことを知っていただく
きっかけとなりました。

▲男性陣のお出迎えでイベントスタート！ ▲本家さながらのお見合い回転寿司 ▲「ナイナイのお見合い大作戦」でカップルに
　　なった先輩の登場に盛り上がりました♪

▲フリータイム♪♪ ▲馬見丘陵公園で告白タイム ▲３組のカップルが誕生しました！
　お幸せに
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第２７回 県消防操法大会

◇出場団員◇

指揮者 第１分団　城 古 班 奥山　総次郎

１番員 第３分団　佐味田班 中田　友彦

２番員 第１分団　城 古 班 岡田　浩和

３番員 第２分団　薬 井 班 仲井　大雅

補助員 第４分団　池 部 班 谷本　敦司

　８月１８日（土）天理市で「第２７回 奈良県消防操法大会」が開催されました。消防団員による、火災時
の迅速的確な消火活動を競う大会で、２年に１回開催されます。小型ポンプ操法の部（全１３チーム出
場）に北葛城支部代表として河合町消防団が出場しました。
　小型ポンプ操法は、１チーム５人が素早く３本のホースを繋いで的に放水し、そのタイムや作業の正
確性などを競うものです。各分団から選抜された団員は、この日に向けて２月から週に２～３回、業務
終了後に総合グラウンドの駐車場で練習を積んできました。今大会では惜しくも入賞を逃しましたが、
約１，５００人の関係者や家族らが見守る中、日頃の訓練の成果を存分に発揮しました。なお、優勝は上
北山村消防団でした。
　これからも地域の安全を守る存在として、活躍してください。
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中毒にご注意を！

刻塗装列車出発式 合幼稚園「夕涼み会」

リンピック・パラリンピック フラッグ展示
　食品衛生月間中の８月９日（木）イオン西大和店にお
いて、河合町食品衛生協会と中和保健所の職員が、食
中毒予防パンフレットなどを配布し、啓発活動を行い
ました。
　今年も食中毒が多発しています。
　【食中毒予防の３原則】を日々意識して、食中毒を防
ぎましょう。

【食中毒予防の３原則】
・菌やウイルスをつけない（基本は手洗い）
・菌をふやさない（適切な温度で保存）
・菌やウイルスをやっつける（十分に加熱する）

　７月１８日（水）近鉄西田原本駅モニュメント前広場
で、たくさんの鉄道ファンや報道陣が見守る中、式典
が行われました。
　この式典は、開通１００周年を記念して４月から運
行しているマルーンレッド色の列車に加え、ダークグ
リーン色の列車の運行開始を祝うセレモニーで、式典
の見せ場でもある、復刻塗装の２列車が同時にホーム
に並んだ瞬間、カメラを構えた方々が押し寄せまし
た。
　また、７月２８日（土）２９日（日）に開催を予定して
おりました、沿線各駅の記念イベントにつきまして
は、台風の影響で中止となり、楽しみにしてくださっ
ていた皆さんには、ご迷惑をおかけしました。

　７月１９日（木）河合幼稚園で「夕涼み会」が行われま
した。絵本「おしいれのぼうけん」の世界をモチーフ
に“カンカンレールでGO ！”でSLに乗ったり“お化け
屋敷”に入ったりしました。キャンプファイヤーでは、
南の島から“火の神様”がやって来て子どもたちは大喜
び！！ “火の神様”は火を灯す際に「友達の絆を深めて
ね。友達ともっともっと仲良くしてね。」と伝えてくれ
ました。きれいな花火にも酔いしれ、みんなで楽しい
ひとときを過ごしました。

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
に向けた、気運醸成を図るためのフラッグツアーが奈
良県内を巡りました。本町には８月１５日（水）に届け
られ、総合スポーツ公園管理棟玄関にオリンピックフ
ラッグとパラリンピックフラッグを展示しました。

（主催　東京都／東京2020組織委員会/JOC/JPC）

食

復 河

オ

Town news  まちのわだい

近鉄田原本線（旧大和鉄道）１００周年イベント
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不適切事務処理等の再発防止について

　住宅及び清掃工場の修繕費用の支払
いに不適切な事務処理があり、外部有
識者による「河合町不適切事務処理等
再発防止検討委員会」（委員長　青木崇
氏）を設置して再発防止策の検討をし
ていましたが、この度、提言書をまと
め８月２０日（月）に町長に報告されま
した。
　提言書の概要は次の通りです。

　委員会の慎重かつ貴重なご意見を賜り、厳粛に受け止めています。

　私をはじめとして、職員が一丸となって真摯に取り組み、町民の皆様や委員各位の期待にお

応えし、信頼回復に向けて邁進する決意です。

　この度の件につきまして、改めて町民の皆様に深くお詫び申し上げます。

河合町長　岡井　康徳

　平成２９年１２月に新聞報道により、町営住宅修繕費における過去の未払い金の存在及び清掃工
場施設修繕費で予算措置前に修繕を実施するという、不適切な会計事務処理が相次いで明らかに
なった。
　この事が、住民の信頼を大きく失墜させる重大かつ深刻な事態であるとの認識の元、客観的かつ
公正な視点で、今般の不祥事を招いた原因と課題の分析を進めてきた。
　今回の住宅修繕と清掃工場修繕に共通していることは、法令を遵守するという公務員としての基
本的な自覚と責任感の欠如に起因していることである。
　「公務員倫理の欠如」、「法令遵守意識の希薄化」、「服務規律の不徹底」などを改善するための研修制
度を確立し、職員一人ひとりの法令遵守意識の向上と認識の徹底を図られたい。
　町においては、この提言に基づき早急に改善を講じられ、今後このような事態を二度と起こさな
いという強い決意を持って町民の信頼を取り戻すべく、町政に努めていただきたい。

※提言書等は、町ホームページに掲載しております。

≪概　要≫ ※提言書より抜粋
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　認知症を完全に治す方法はまだありませんが、早い段階から適切に治療することで症状が改善したり、進行を
遅らせることが可能です。症状が落ち着くことで、本人や家族が穏やかに生活することが出来ます。また、認知
症になっても、趣味や地域活動に参加し、希望や楽しみを持って地域で生活されている方がおられます。地域の
方の認知症についての正しい理解が、本人の住み慣れた地域での生活の継続に繋がります。
　認知症を「他人事」ではなく、「自分事」として考えてみませんか？

《本町での認知症の取り組み》
　本町では、認知症の事をより多くの町民の方に知っていただけるような取り組み、認知症の方や家族が地域で孤立
しないような取り組み、またはサポートする取り組みなどを行っております。

　　　　　　「河合町認知症施策　４つの柱」

具体的な事業について、今回は２つの取り組みを紹介します。

　平成２７年度より、認知症グループホームの管理者、薬剤師、作業療法
士などの町内の専門職の方と協議を行い、当事者や家族の方からもご意見
をいただき、認知症の方やその家族が、認知症の状態に応じて切れ目なく、
本町で利用していただけるサービスなどをまとめたガイドブック「認知症ケ
アパス」が昨年完成しました。
　ケアパスの名前の由来は、“ケア“（認知症の方やその家族への支援、認知
症予防）＋“パス”（流れ・繋ぐ）、といった言葉からきています。
　具体的な内容に関しては、「相談・早期診断の大切さ」「町内での通いの場」「家族の心理面」「本町での認知症の取り組
み」などを記載しています。認知症の方やその家族の相談のきっかけとなれば幸いです。
※平成３０年度中に皆さんへ配布ができるように、現在調整を行っています。

地域包括支援センター
～一人で悩まないで、河合町認知症施策について～

ご存知ですか！

認知症ケアパスの作成について

①認知症啓発会議 ②認知症初期集中支援

③オレンジカフェ ④家族介護教室

目標：「認知症になっても住み良い町」
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（例）認知症の方や家族が地域で安心して暮らせるような図

　ＲＵＮ伴とは、認知症の啓発を目的として、認知症の方とその家族、支援者たちで１つの“たすき”を北海道から沖
縄までつなぎ走るイベントです。本町では毎年この活動に参加しており、昨年は１０月に開催し、認知症の方とその
家族、住民、医療介護関係者、行政、地域包括等の総勢約７０名が参加しました。ランナーやサポーター（応援者）が
思いを１つにして、午前中は町内約２０kmを走り、午後からは上牧町から受け取った“たすき”を斑鳩町へとつなぎま
した。
　今年は１０月２１日（日）に開催します。詳細は、「広報かわい」１０月号でお知らせします。

○町民の方へのお願い
　認知症は誰にでも起こりうる病気です。「何かおかしい」と思ったらまずはかかりつけ医へ相談しましょう。地域包括
支援センターでも認知症に関する相談（どこへ受診すれば良いの？どんな支援を利用できるの？など）をお伺いします。
　また、町民の方で ５人以上集まっていただければ、認知症の勉強会(サポーター養
成講座)を開催します。講座後に受講して頂いた“証”としてオレンジリングをお渡しし
ます。詳しくは地域包括支援センターまでお問い合わせください。

◇問い合わせ　地域包括支援センター　☎内線１３１・１７５・１７８・１８６

Ｒ
ラ ン
ＵＮ伴

とも
について

本人
家族 相談

近隣住民 認知症を自分事とし
て考える

 （本人）
・早期診断
・地域の活動に参加
・趣味活動を継続
・介護保険を利用

（近隣住民）
・認知症サポーター養
成講座等で正しい理
解を
・声かけ、見守り

（家族）
・オレンジカフェ利用
（家族同士で同じ思い
や悩みを共有）

認知症になっても
本人・家族が地域
で安心して暮らせ
る
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※�平成２８年１月より、児童手当及び児童扶養手当、特別児童扶養手当についてマイナンバーの提示が必要となりま
す。提示がない場合は申請が出来ませんので、必ずご持参ください。詳しくは担当課までお問い合わせください。

◇支給対象��　
中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方に支給します（公務員は勤
務先からの支給）。ただし、児童が児童福祉施設などに入所したり里親などに委託したりしている場合、原則と
して、その施設の設置者や里親に支給します。

◇支給時期��　
　６月、１０月、２月（それぞれ前月分までの手当を支給）
◇支給額（１人当たり）　３歳未満　　　　　　　月額�１５, ０００円�　
　　　　　　　　　　３歳以上小学校終了前　月額�１０, ０００円�（第３子以降は�月額�１５, ０００円）�
　　　　　　　　　　中学生　　　　　　　　月額�１０, ０００円�
※�支給者の所得が制限額以上の場合、児童手当の支給はありませんが、特例給付として月額一律５，０００円を
支給します。
※�児童手当の新規申請、額改定（第２子以降）の請求は、出生の翌日から１５日以内の申請が必ず必要です。手
続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受けることができませんのでご注意ください。
※�児童手当各手続きにて、電子申請サービスをご利用いただけます。詳細につきましてはお問い合わせください。

◇支給対象��　
父または母と生計を同じくしていない児童を養育して�いる場合や、父または母が心身に障がいのある場合に、そ
の児童を養育している父または母（または養育者）に対して手当を支給します。なお、児童が１８歳に達した年度末
までが手当の支給の対象となります。児童が政令で定める障がいを有する時には、児童が２０歳に達するまで支
給します（所得制限があります）。ただし、児童が児童福祉施設などに入所している場合には支給しません。また、
公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により平成２６年１２
月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できる可能性があります。

◇支給時期��　
　４月、８月、１２月

◇支給対象��　
政令で定める程度の障がいを有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育してい
る方に手当を支給します。なお、児童が２０歳に達するまで支給します（所得制限があります）。ただし、児童が児
童福祉施設などに入所したり、児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるときは支給しません。

◇支給時期　４月、８月、１１月

◇問い合わせ　社会福祉課　☎内線１６９

「児童手当・児童扶養手当・
特別児童扶養手当」のお知らせ

手当の支給対象や支給時期などについて

▶児童手当

▶児童扶養手当

▶特別児童扶養手当
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固定資産税（償却資産）の
申告をお忘れなく！

◇問い合わせ　税務課　☎内線１７７

飲　食　店

食品製造・加工業

賃貸住宅・貸駐車場

理容業・美容業

病院・薬局

ホテル・旅館

工場・倉庫

商店・小売店

ガソリンスタンド

路面舗装、塀、フェンス、植栽、
エアコン、受動変電設備、太陽光
発電設備、駐車装置など

内装工事、厨房設備、接客用家具、
備品、テレビ、レジスターなど

パン焼窯、豆腐製造設備、製麺設
備、業務用冷蔵庫、ミキサーなど

客室備品、洗濯設備、暖房設備、
ボイラー、植栽等の外講工事など

内装工事、理・美容イス、理・美容
備品、洗面台、タオル蒸器など

介護用ベット、手術台、X線装置、
キャビネット、各種医療機器など

給油設備、地下タンク、洗車機、
オイルチェンジャー、キャノピー、
ポール看板など

製造設備、受変動設備、フォーク
リフト等の大型特殊車両など

商品陳列棚、冷凍冷蔵ストッカー、
レジスター、自動販売機など

 本町では、国（総務省）の指導に基づいて、償却資産の調査を進めています。固定資産税
は土地、家屋のほか、償却資産についても課税されます。（地方税法第３４１条第１項）

◆「償却資産」には、例えば次のようなものがあります。

償
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戦 没 者 合 同 追 悼 式
　戦没者の鎮魂と平和を願い「河合町戦没者合同追悼式」を挙行
します。町民の皆さんには、多数の参列を賜りご献花のうえ冥
福をお祈りいただきますようご案内します。
◇と　き　９月２７日（木）　受付　午後１時～
　　　　　　　　　　　　　開会　午後１時３０分～
◇ところ　中央公民館
◇問い合わせ　社会福祉課　☎内線１８４

　「広報かわい」６月号でご案内しました、住宅リフォーム助成事業の追加募集を行います。

◇受付期間　９月７日（金）～９月１４日（金）　午前９時～午後５時　※土日を除く
◇募集件数　２件程度(予定) 
◇工事完成期日　平成３１年３月２０日（水）
※ 補助金の額は、当該工事に要する費用が１０万円以上（消費税を除

く）が対象、助成額は工事費用の１０％で、限度額は１０万円です。
◇問い合わせ　地域活性課　☎内線１９３

住宅リフォーム助成事業住宅リフォーム助成事業

　平成３２年４月の開園に向け、住民説明会を次の日程で行います。詳しくは「お知らせ版」９月１５
日号及び「広報かわい」１０月号にてお知らせします。ぜひ、ご参加ください。

◇と　き　１０月１３日（土）　午前１０時
◇ところ　中央公民館（集会室）
※当日、臨時託児所を開設します。
◇問い合わせ　社会福祉課認定こども園準備係　☎内線１３２

認定こども園
新築工事に関する住民説明会の開催

追加募集
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平成３０年度
農地利用状況調査（農地パトロール）を実施します

　遊休農地の状況を把握する為に、町内の全農地について、農地利用状況調査（農地パトロール）を実施します。
　各大字の農業委員及び農地利用最適化推進委員、農業関係者が農地を見回り、現地調査を行います。

　　　　　　　◇調査期間　９月〜１０月
　　　　　　　◇調査対象　町内全農地

農地へ立ち入ることや、お話を伺うこともありますが、
ご理解とご協力をお願いします。

平成３０年 住宅・土地統計調査を実施します。
　統計法に基づき５年ごとに実施する国の重要な統計調
査で、日本の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世
帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を
明らかにする調査です。この調査結果は、私たちの暮ら
しと住まいに関する計画や施策の基礎資料として利用さ
れます。平成３０年１０月１日現在の実態を調査します。
◇�調査対象　全国約３７０万世帯を対象とした大規模な
調査で、本町では、約４８０世帯が対象
◇調査期間　９月初旬〜１０月下旬
◇�調査方法　調査員が受け持ち調査区を巡回し、調査地
域の確認を行い、調査区全世帯に『調査のお知らせ』と
いうチラシを配布します。その後、調査対象世帯へ調
査関係書類を配布し、調査票などの回収等を行います。
　　今回の調査は、パソコンやスマートフォンを使った
インターネット回答や郵送による回答も可能となりま
す。調査票の記入内容は、統計法により厳重に保護さ
れます。

かたり調査にご注意ください。
●�金銭を要求することや、銀行口座、クレ
ジットカード番号をお聞きすることはあ
りません。
●�政府の統計調査をよそおった不審な訪問
者や電話、電子メールなどにご注意くだ
さい。不審に思った場合は、地域活性課
へお知らせください。
●�調査員は、顔写真付きの「住宅・土地統計
調査　調査員証」を必ず携行しています。

◇問い合わせ
　地域活性課　☎内線１１７・１９８

遊休農地とは？
①�１年以上にわたり耕作されておら
ず、今後も耕作されないと見込ま
れる農地
②�農業上の利用の程度が、周辺の農
地と比べて著しく低利用と見込ま
れる農地

なぜ、調査が必要なのか？
　農地は一度耕作をやめて数年経てば、原形を失うほどに荒れてしまい
ます。耕作できる状態に戻すのは、大変な手間と労力が必要になります。
　農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだ
けでなく、火災発生の原因となるなど、近隣農業者や周辺住民に大きな
迷惑となる可能性があります。
　草刈や耕起などにより、農地を再生し利用するか、いつでも耕作可能
な状態にしておきましょう。

◇問い合わせ　農業委員会事務局（地域活性課内）　☎内線１１７・１９８

調査のご協力を
お願いします。
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　地域内や道路の美化活動を今年度も上記の日程で「かわいクリー
ンデー」を開催いたします。
　かわいの自然を守り明るく住みよいまちづくりを目的にはじめ
られたクリーンデーです。多数の方のご参加とご協力をお願いし
ます。
　また、大字・自治会等に入会されていない人も積極的な参加をお
願いします。ごみ袋が必要な場合はご連絡ください。

※ 町では収集できないもの※
　タイヤ・バッテリー・農機具・土砂・ガスボンベ・コンクリート塊・消火器・石・排水溝の泥
などは処分できません。家庭からのごみも出さないようにお願いします。

◇問い合わせ　環境衛生課　☎３２ー０７０６

９月１５日（土）　午前８時３０分　小雨決行
　※雨天の場合　９月２３日（日）
　　（雨天延期の時は７時３０分頃に防災無線でお知らせします。）

各大字・自治会　　　　　　　　　近所の地域内

と　　き

集合場所 清掃場所

２０18 かわいクリーンデー
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５
３
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第３回 大字別輪投げ大会 開催
　７月１５日（日）町立体育館で大字別対抗の輪投げ大会を行
いました。当日は、気温３５度を超えましたが、暑さに負け
ず力を合わせて頑張りました。
　大字別大会は、スポーツを通じて地域や世代を超えた交流
ができます。ぜひご参加ください。
　大会の結果　
　【優　勝】 広瀬台　　　【準優勝】 泉台

保健スポーツ課（総合スポーツ公園管理棟）
　　　　　　☎５６－４６００（月曜日休み）

スポーツ
Sports!
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HEALTH CALENDER
健康カレンダー

　　成人健康相談（生活習慣病予防）
とき・ところ��９月１０日（月）　保健センター
　　　　　　９月２５日（火）　豆山の郷
時　間　午前１０時〜１１時
対　象　町内在住の成人
内　容　血圧測定・尿検査・個別相談・栄養相談
持ち物　健康手帳

　　乳幼児相談
とき・ところ　９月６日（木）・２１日（金）
　　　　　　　１０月４日（木）��保健センター
時　間　午前９時〜１０時３０分
対　象　町内在住の乳幼児・妊産婦
内　容　計測・栄養・育児相談
※�９月６日（木）のみ歯科相談あり
持ち物　母子健康手帳

　　１歳６ヵ月児健診
とき・ところ　９月２５日（火）��保健センター
時　間　午後０時４５分〜１時１５分
対　象　平成２８年１１・１２月、平成２９

年１・２月生まれの児
※�対象児には通知します。
持ち物　母子健康手帳

　　虫歯予防検診
とき・ところ　９月１３日（木）��保健センター
時　間　午前９時〜９時３０分
対　象　平成２７年１２月、平成２８年１・２・

３月生まれの児
※�対象児には通知します。
持ち物　母子健康手帳、歯ブラシなど

　　ぷちサロン（乳幼児相談のときに開催しています）
とき・ところ　９月６日（木）・２１日（金）
　　　　　　　１０月４日（木）��保健センター
時　間　午前９時〜１１時
対　象　町内在住の乳幼児・妊産婦
※�月ごとの遊び内容は２回とも同じ内容です
　９月：風船あそび（持ち物：特になし）
　１０月：ハロウィン遊び（持ち物：はさみ・のり）

　　子育てママの体力アップサロン
とき・ところ　９月１８日（火）　豆山の郷
時　間　午前１０時〜１１時
対　象　町内在住の子育て世代の女性
※�お子さん同伴・親のみでも大丈夫です。
※�運動できる服装でお越しください。
持ち物　お茶、汗拭きタオル

　

ラ
ジ
オ
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操
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手
軽
に
で
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て
、
健
康
づ
く
り
や
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域
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ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
つ
な
が
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国
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れ
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い
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す
。

　

正
し
い
ラ
ジ
オ
体
操
を
学
び
、
日
々
取
り
組
む
き
っ
か
け
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る
よ
う

講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
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９
月
８
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土
）　
午
後
１
時
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３
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後
０
時
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分
〜
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町
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国
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オ
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〃　
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暁
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生
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ど
も
か
ら
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○
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３

　
尚
、
講
習
中
の
ビ
デ
オ
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禁
止
し
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＊�

こ
の
講
習
会
は
、
一
般
財
団
法
人
簡
易
保
険
加
入
者
協
会
の「
ラ
ジ
オ
体

操
DE
健
康
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ン
」支
援
事
業
に
よ
り
講
師
派
遣
が
行
わ
れ
ま
す
。

＜図解＞ラジオ体操第一
⓬腕を振って脚を曲げ伸ばす運動
・腕と脚を刺激して、全身の血行を促進する。

・［1］腕を前で交差して、かかとを上げる。
・［2］腕を振りながら、脚の曲げ伸ばしをする。
・［3］�腕を振りもどして交差しながら、かかとを下ろして、また

上げる。
　　　　・腕は真横まで上げる。
　　　　・ひざを伸ばしてかかとを上げる。

　喫煙などによって起こる肺の慢性的な炎症で、呼吸困難を引き起
こします。受動喫煙でも起こる病気で、重症化すると酸素吸入が必
要となり、生活に大きく影響します。
　ＣＯＰＤは禁煙により発症を予防し、進行を遅らせることができ
ます。

　結核は「過去の病気」ではなく、今でも国内で毎年約２万人の方が
発病している、日本最大級の感染症の一つです。奈良県の結核罹患
率は全国ワースト５位（平成２７年）で、高い値となっています。結
核の初期症状は風邪とよく似ているため、発見が遅れがちです。感
染の拡大を防ぐために、早めに病院を受診することや、定期的に胸
部レントゲン検査を受けましょう。

ラ
ジ
オ
体
操
講
習
会

ポイント

COPD
（慢性閉塞性肺疾患）

９月２４日～３０日は結核予防週間

ご存知ですか
？
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募　集

河合第一小学校　かわい「絆づくり」通学合宿
ボランティア募集！！

第３２回福祉大会「ふれあいの集い」
オンステージ参加者募集

　子どもから高齢者、障がい者すべての人が集い、楽しい１日を過ごす福祉大会「ふれあいの集い」オンス
テージへの出演者を募集します！
　日頃の活動をぜひ福祉大会で発表してみませんか？

◇と　　き　１０月２８日（日）　午前１０時３０分～
　　　　　　（具体的な出演時間については出演団体が決定次第お知らせ致します。）
◇と こ ろ　豆山の郷　大広間　ひろせの（舞台）
◇出演時間　約２０分（入退場を含む）
◇対　　象　町内在住の各種団体や同好会、サークルや部活動などボランティアに関心のある方
◇募集内容　３組程度（歌・踊り・ダンス・演奏・演劇など）
◇参 加 費　無料
◇申込締切　９月１日（土）～１０日（月）の期間中に、社会福祉協議会へ参加申込書を提出してください。
　　　　　　申込書は豆山の郷内社会福祉協議会にあります。
◇問い合わせ　社会福祉協議会（豆山の郷内）
　　　　　　　☎５８－２７３４　ＦＡＸ５６―３８２０

　かわい「絆づくり」通学合宿実行委員会では、１０月に実施予定の河合第一小学校児童対象の通学合宿に
ご協力していただけるボランティアの方を募集します。

通学合宿について
　小学４年生～６年生が一定の期間家庭から離れ、地域の公共施設などで寝食を共にしながら集団生活を
送り、学校へ通う取り組みのことです。この活動を通して、日常生活の技能や自立心を高める他、協力す
ることや我慢すること、感謝することの大切さを身につけ、地域・世代間の結びつきの強化も目的としてい
ます。
◇実施期間　１０月１０日（水）～１０月１２日（金）＊２泊３日
　　　　　　☆ご協力いただくのは「１日だけ」・「３時間だけ」などでも可能です☆
◇実施場所　中央公民館　豆山の郷など
◇募集対象　町内在住、１８歳以上の方（学生可）
◇活動内容　子どもたちの生活指導・登下校の引率・食事準備・掃除指導・入浴指導・宿題や勉強の補助・宿泊など
　　　　　　☆お手伝いいただく内容は、個別に相談させていただきます☆
◇申し込み　生涯学習課（中央公民館）窓口または電話でお申し込みください。

※学生等でボランティア証明をご希望の方には、「ボランティア活動証明書」を発行いたします。
※食材をご提供いただける方は、併せてご協力をお願いいたします。（食材提供のみのご協力も大歓迎です。）

◇問い合わせ　生涯学習課　☎５７－２２７１
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募　集

西穴闇保育所　給食調理員募集

王寺周辺広域休日応急診療施設組合採用試験
　王寺周辺広域休日応急診療施設組合に勤務する職員を募集します。（平成３１年４月１日採用予定）
◇�採用予定人数・職種　一般事務１名
◇ 資　　格　　学校教育法による高等学校等以上の学校を卒業、または平成３１年３月卒業見込みの方
◇試 験 日　　第１次試験：１０月２７日（土）
　　　　　　　第２次試験：１１月中旬（予定）
◇ 試験会場　　三室休日応急診療所２階会議室
◇�受付期間　　９月２１日（金）～１０月１２日（金）　午前８時３０分～午後５時３０分
　　　　　　　※土日祝を除く
◇ 問い合わせ　王寺周辺広域休日応急診療施設組合事務局　☎７４ー４１００

◇雇用期間　　平成３１年３月３１日（６ヶ月ごとに更新・継続可）
◇応募資格　　６５歳迄（定年制有）
◇勤務時間　　①午前８時３０分～午後５時３０分
　　　　　　　②午前９時３０分～午後２時３０分
　　　　　　　※時間については相談可
◇賃　　金　　時給８００円（交通費は規定に基づいて月単位で支給）
◇勤務場所　　西穴闇保育所
◇問い合わせ　西穴闇保育所　☎５７－０２１５

自衛官等募集
　防衛省では、平成３０年度採用の防衛大学校学生、防衛医科大学校医学科学生、防衛医科大学校医学教育部看
護学科学生を募集しています。ホームページ等でも資料閲覧、請求ができます。
　奈良地方協力本部　http://www.mod.go.jp/pco/nara

募集項目 受付期間 試験日 応募資格

防衛大学校学生
（一般）

９月５日（水）～
９月２８日（金）

１次試験　１１月３日（土・祝）及び１１月４日（日）
２次試験　１２月１１日（火）～１５日（土）のうち
　　　　　指定された日

高卒（見込含）１８歳以上
２１歳未満の者（平成３１
年４月１日現在）

防衛医科大学校
医学科学生

１次試験　１０月２７日（土）及び１０月２８日（日）
２次試験　１２月１２日（水）～１４日（金）のうち
　　　　　指定された日

防衛医科大学校
医学教育部

看護学科学生

１次試験　１０月２０日（土）
２次試験　１２月１日（土）又は
　　　　　１２月２日（日）のうち指定された日
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9 月のお知らせ news & information

い
き
い
き
サ
ロ
ン

【
緑
ケ
丘
】

◇
と
　
き　
９
月
10
日（
月
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
１
時

◇
と
こ
ろ　
緑
ケ
丘
集
会
所

◇
内
　
容　
保
健
師
の
話
と
血
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測
定

◇
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費　
１
０
０
円
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広
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台
】

◇
と
　
き　
９
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金
）
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時
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台
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◇
問
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７
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４
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◇
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９
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土
）

　
　
　
　
　
午
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３
時

◇
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ろ　
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集
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◇
内
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楽
を
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ら
元
気
体
操

◇
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加
費　
50
円

◇
問
い
合
わ
せ

　
豆
山
の
郷　
☎
58・２
７
３
４

中
小
企
業
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

　
「
残
業
時
間
を
減
ら
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
…
」「
う

ち
の
会
社
の
労
働
時
間
制
度
は
こ
の
ま
ま
で
い
い

の
か
…
」な
ど
の
お
悩
み
に
は
、
労
働
基
準
監
督
署

の「
労
働
時
間
相
談・支
援
コ
ー
ナ
ー
」が
解
決
策
を

ご
提
案
し
ま
す
。
窓
口
、
電
話
で
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◇ 

と
　
き　
土
日
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

◇
問
い
合
わ
せ

　
葛
城
労
働
基
準
監
督
署　
☎
52・５
８
９
１

不
動
産
無
料
相
談
会

　
土
地
有
効
活
用
、
借
地
借
家
、
資
産
税
務
、
贈

与
と
相
続
、
売
買
な
ど
不
動
産
に
関
す
る
諸
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題

を
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決
す
る
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に
、
不
動
産
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ン
サ
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テ
ィ
ン

グ
マ
ス
タ
ー・
税
理
士・
司
法
書
士
な
ど
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門
家

が
ア
ド
バ
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ス
し
ま
す
。

◇ 
と
　
き　
９
月
９
日（
日
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時
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と
こ
ろ　
王
寺
町
や
わ
ら
ぎ
会
館　

３
階
小
会

議
室
２（
王
寺
町
王
寺
２
丁
目
１・18
）

◇ 

問
い
合
わ
せ　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
奈
良
県
不
動
産
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
協
会

　
☎
０
７
４
３・86・４
２
８
５

放
送
大
学

10
月
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　
放
送
大
学
で
は
、
平
成
30
年
度
第
２
学
期
の
学

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
10
代
～
90
代
の
幅
広
い

世
代
の
学
生
が
、
テ
レ
ビ・
ラ
ジ
オ・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
好
き
な
と
き
に
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
学

ん
で
い
ま
す
。

　

心
理
学・
福
祉・
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歴
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自
然
科
学
な
ど
、

約
３
０
０
も
の
授
業
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の
中
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ら
１
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き
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卒
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教
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の
学
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取
得
で
き
ま
す
。
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て

い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

◇ 

出
願
締
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月
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日（
月
）　

◇ 

授
業
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１
科
目
１
１
，０
０
０
円(

別
途
入
学

金
あ
り
）

◇ 

問
い
合
わ
せ　
放
送
大
学
奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
７
４
２・20・７
８
７
０

法
隆
寺
青
年
会
議
所

45
周
年
記
念
事
業

　
「
大
和
川
で
つ
な
ぐ　
人・ま
ち・未
来
」と
題
し
、

専
門
家
や
タ
レ
ン
ト
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
行
い
ま
す
。
飲
食
ブ
ー
ス
や
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
子
さ
ん
や

お
孫
さ
ん
と
一
緒
に
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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と
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９
月
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日（
月・祝
）午
前
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時
～
午
後

５
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事
前
申
込
不
要・参
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無
料
）
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と
こ
ろ　
三
郷
町
文
化
セ
ン
タ
ー
（
三
郷
町
勢

野
西
１・２・２
）

◇ 

問
い
合
わ
せ

　
法
隆
寺
青
年
会
議
所　
☎
73・８
９
７
７

「
法
の
日
」
週
間
記
念

無
料
法
律
相
談

◇ 

と
　
き　
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月
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日（
月
）　
午
前
９
時
30
分
～
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時・午
後
１
時
～
３
時
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分

◇ 

と
こ
ろ　
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済
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大
和
高
田
市
大
中

１
０
６・２
）

◇
申
込
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９
月
３
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月
）～
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日（
火
）

◇
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ　
奈
良
弁
護
士
会

　
☎
０
７
４
２・22・２
０
３
５

　
（
平
日　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
）

　平成３１年４月１日から、働き方改革関連法が順次施行されます。詳しくは、奈良労働局ホームページをご
覧ください。
◇問い合わせ　奈良労働局　雇用環境・均等室　☎０７４２－３２－０２１０

「働き方」が変わります！厚生労働省　奈良労働局からのお知らせ
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　お母さんが見守りながら、子どもと安
心して遊べる「つどいのひろば」を開催し
ています。保育士やボランティアがいつ
もいます。
　時間内は出入り自由です。気軽にあそ
びに来てくださいね。
☆とき　　毎週火・水・金曜日
　　　　　午前１０時〜午後３時　
☆ところ　豆山の郷1階キッズコーナー
☆対象　　町内在住の未就園児と保護者

つどいのひろばイベント“親子あそび”

　毎月１回金曜日、保育士による乳児と保護者を対象とした
親子遊びを行っています。※申し込み不要。参加無料。
♢�とき　９月１４日(金)　午前１０時〜３０分程度
♢�内容　朝の歌・手遊び・ふれあい遊び・お誕生会・お楽しみシア
ター、簡単な製作、親子体操など
◇�問い合わせ　西穴闇保育所･つどい
のひろば担当　☎�56 - 5 908
　♡あそびに来てくださいね♡

毎月イベント終了後は、相談事業を行っています。
子育ての悩み事など相談があれば、気軽に声をかけてくださいね。

　以前、本町にお住まいで、平成３１年河合町成人式に出席を希望される新成人の方は、事前
に下記の内容を電話、ＦＡＸ、Eメールのいずれかの方法でご連絡ください。

　１．氏名（漢字、よみがな の両方）　　２．性別　　３．生年月日
　４．案内文書の送付先　　５．電話番号
　※町立小中学校をご卒業の方は、どちらの学校を卒業されたかをお知らせください。

　なお、開催日直前にご連絡をいただいた場合は、案内文書がなくても成人式にご出席いただけますの
で、直接会場までお越しください。

　◇と　き　平成３１年１月１３日（日）（予定）　午前１０時～１２時（受付：午前９時２０分より）
　◇ところ　文化会館まほろばホール（予定）
　◇対象者　平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれの方

　◇問い合わせ　生涯学習課　☎０７４５- ５７- ２２７１　ＦＡＸ：０７４５- ５７- １１６５
　　　　　　　　 　　　　　　Eメール：syougaigakusyu@town.kawai.nara.jp

町外に転出された方で
本町の成人式への出席を希望される方へ

平成３１年河合町成人式について
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法務省など
公的機関を装った
架空請求ハガキにご注意！

　昨年度より、架空請求ハガキに関する相談が急増しており、いまだに相談や情報が寄せられています。特に
50歳以上の女性からの相談が目立ちます。決して相手には連絡せず、無視してください。

☆ 決して相手に連絡せず、無視してください！
☆ 相手に連絡してしまい、脅されたり、請求電話が繰り返されるなど迷惑行為があった場合は、警察に通報を！
☆ 万一、支払ってしまった場合は、最寄りの警察署に被害届を！　
☆ お金を振り込んでしまった場合は、当該金融機関へ送金を止めるよう連絡を！
☆ プリペイドカード番号を教えてしまった場合は、早急に発行会社に連絡を！
☆ 再度請求があっても、きっぱり断り、絶対に応じないで！

消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されてい
た契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行によ
る民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知
致します。
管理番号（○） ○○○ 裁判取り下げ最終期日を経て訴
訟を開始させていただきます。
尚、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面
的に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及
び動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させてい　　
ただきますので、裁判所執行官による執行証書の交付
をご承諾いただきます様お願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて
承っておりますので、お気軽にお問合わせください。
尚、書面での通達となりますので、プライパシ一保護
の為、ご本人様からご連絡いただきます様、お願い申
し上げます。

※取り下げ最終期日　　平成○年○月○日

法務省管轄支局　訴訟最終告知通達センター
東京都千代田区霞が関○丁目○番○号
取り下げ等のお問い合わせ窓口　03-＊＊＊＊-＊＊＊＊
受付時間　9:00 ～ 20:00（日、祝日を除く）

もっともらしい
法律用語を書いて
裁判をイメージ
させる

契約先、契約内容を
明かさない

至急連絡させるよう
期日を定め
不安をあおる

法務省など
公的機関を
装う

連絡しないと
「差し押さえ」する
などと不安をあおる

実際には存在しない
機関の名称・住所を
記載している
民事訴訟告知センター
民事訴訟管理センター
国民訴訟管理センター
国民訴訟通達センター
などの場合もある
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相談のご案内
人権・行政・心配ごと相談

　家庭のことから国の仕事まで、人権擁
護委員・行政相談委員・民生委員が相談に
応じます。
とき　9月21日（金）　午後１時〜４時
ところ　豆山の郷
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

消費生活相談

　契約や買い物のトラブル、架空請求や
多重債務など、消費生活相談員が相談に
応じます。　
とき・ところ
① 月曜日 午後１時〜５時、水曜日 午前９

時〜午後１時／河合町役場２階相談室　
② 火曜日 午後１時〜５時、木曜日 午前９

時〜１時／上牧町役場１階町民相談室
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

無料法律相談

　相続や不動産、離婚などについて、弁
護士が相談に応じます。要予約。
とき　9月28日（金）　午後１時〜４時
ところ　役場２階相談室
定員　６人（１人30分）
申し込み　9月25日（火）　午前10時
役場２階相談室にて抽選。定員に満たな
い場合は、電話予約を受付。
問い合わせ　総務課　☎内線226・227

女性・ＤＶ電話相談

とき　火・金曜日　※祝日の場合、前日
　午前10時〜 12時、午後１時〜３時
電話・FAX番号　NPOなら人権情報セン
ター河合支局　☎57-2908

子どもに関する電話相談

●子育ての相談　月〜金曜日
　地域子育て支援センター
　（西穴闇保育所）　☎56-5908
●育児・発育の相談　月〜金曜日
　保健センター　☎56-6006
●小・中学校の相談　月〜金曜日
　教育総務課　☎内線250
●その他子育ての相談　月〜金曜日
　社会福祉課　☎内線169

高齢者に関する電話相談

とき　月〜金曜日
問い合わせ　地域包括支援センター
　　　　　　☎内線175・178・186

9月

火災・救急などの出場状況
西和消防署より

7 月中 本年累計

河 合 町
火 災 0 件 3 件
救 急 81 件 453 件

西和管内
火 災 0 件 22 件
救 急 648 件 3,542 件

毎
月
11
日
は
人
権
を
確
か
め
あ
う
日
で
す

毎
月
11
日
は
人
権
を
確
か
め
あ
う
日
で
す
。
て
ん
い
ち
は
、

英
語
の
10
「
て
ん
」
と
「
い
ち
」
を
合
わ
せ
て
『
て
ん
い
ち
』

（
11
）
と
い
う
意
味
で
す
。

まほろば夢市
随時生産者を募集しています！

　地元で収穫された野菜などを生産者が提供する朝市です。
◇と　き　毎週日曜日　午前９時～売切れ次第終了
◇ところ　近鉄大輪田駅高架北側（雨天決行）
◇その他　駐車場あり。マイバッグを持参してください。
◇問い合わせ　地域活性課　☎内線117

　農地及び森林を相続された場合、届出が必要です。地域活性課にお
問い合わせください。
◇問い合わせ　地域活性課（農業委員会事務局）　☎内線１１７・１９８

農地及び森林の相続等
届出のお願い



22

図書だより
【開館・休館のお知らせ】
開館　　火～日曜日　午前９時３０分～午後５時（金曜日は午後７時まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は開館）
※９月３０日（日）は、月末図書整理のため休館です。
◇問い合わせ　図書館　☎３２－８６０５

★
９
月
の
お
は
な
し
会

◇
と
　
き　

９
月
１
日
、
15
日
の
土
曜
日

　
　
　
　
　

午
前
10
時
30
分
〜
11
時

◇
と
こ
ろ　

図
書
館　

お
は
な
し
室

＊
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の

　

た
め
の
資
料
を
収
集
＊

　
図
書
館
で
は「
防
犯
・
防
災
・
災
害
に
関
す

る
図
書
の
コ
ー
ナ
ー
」を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
、
日
頃
か
ら

意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

　

新
し
い
資
料
が
入
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

◎
一
般
書

　
「
天
災
と
日
本
人
」　　

畑
中　

章
宏　

著

　
「
う
ち
の
子
、
安
全
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
？
」

宮
田　

美
恵
子　

著

◎
児
童
書

　
「
こ
ん
な
と
き
、
ど
う
す
る
？
」

諸
富　

祥
彦　

監
修

そ
の
他
、
関
連
資
料
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

河合町役場（代表）
　平日午前８時30分〜午後５時30分
� ☎57-0200
豆山の郷※� ☎58-2733
保健センター� ☎56-6006
役場出張所� ☎32-6605
心の交流センター� ☎56-5196
清掃工場（環境衛生課）� ☎32-0706

上下水道課� ☎56-5210
まほろばホール※� ☎72-1100
図書館※� ☎32-8605
中央公民館（生涯学習課）※� ☎57-2271
西大和地区公民館※� ☎32-1388
総合スポーツ公園（保健スポーツ課）※
� ☎56-4600
※は月曜日が休館です。

◎�「うちゅうとかがくのはっけん！」
主婦の友社　編

◎�「雨降る森の犬」
馳　星周　著

◎�「おばけのかくれんぼべんとう」
木坂　涼　文

◎�「地震学をつくった男・大森房吉」
上山　明博　著

◎�「ハーブ魔女とふしぎなかぎ」
あんびる　やすこ　作

◎「おもてなし時空ホテル」
堀川　アサコ　著

【児童書】　他７冊

【一般書】　他１２冊 ★
今
月
の
新
刊　

司
書
の
お
薦
め
本
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Dear Kawai Town.

In 19thcentury America, Caravans of pioneers 
braved dangerous landscapes to found much of 
the west, including my home state of Colorado. 
This road-trip tradition still lives on now. Families 
are often split between the states, and can be 
thousands of miles away from each other. So, long 
car trips are common. This summer, while visiting 
America, my family and I took a road-trip from 
Colorado to Texas, a distance of about 1,600km. It 
took us 2 days. We piled into the car with blankets, 
snacks, music, and maps. We talked for hours as 
the American countryside rolled by. It looked so 
different from landscape of Japan, yet somehow the 
same. The gently rustling cotton like the rustling 
mustard, the cattle-dotted plains like the crane-
dotted rice fields. The Rocky Mountains stood 
quiet and eternal, like the wooded mountains that 
surround Nara. Many of my friends here have told 
me about driving into the Japanese countryside, 
or taking a daytrip to visit a hot spring. All the 
beauty of Japanese landscapes defines your internal 
landscapes, and shapes who you are.

Until next time,
Julie.

親愛なる河合町の皆さん

19世紀のアメリカでは、開拓者達の集団が危険な土地に勇
敢に立ち向かい、私の出身のコロラド州を含む西部の多く
の基礎を築きました。このロードトリップ（車での長距離
旅行）の伝統は今も生きています。家族が州をまたいで分
かれていることも多く、お互いに何千マイルも離れている
こともあります。その為、車の長距離旅行は一般的です。
この夏、アメリカを訪れたとき、私と家族はコロラド州か
らテキサス州まで約1,600キロメートルのロードトリップ
をしました。それは2日間かかりました。毛布と軽食と音楽
と地図を車に積み込みました。私たちはアメリカの田舎の
景色が過ぎていくのを見ながら、何時間も話しました。そ
れは日本の景色とは全く違っていましたが、どこか似てい
るところもありました。サラサラ揺れるカラシナのように
優しくサラサラと揺れる綿、鷺が点在する田んぼのように
牛が点在する平原。ロッキー山脈はまるで奈良を囲んでい
る木で覆われた山々のように静かに、永遠にそびえていま
した。日本で多くの友達が日本の田舎に車で旅行に行った
こと、温泉に入るために日帰り旅行したことを話してくれ
ました。日本の風景の全ての美しさが、あなた方の内にあ
る心の風景を定め、あなたという人間を作ります。

それではまた
ジュリー

日本語訳の校正は、畑�知也子さん（広瀬台）にご協力いただいています。

「ニューメキシコ」と聞いて、どの国を思い浮かべますか？メキシコ合衆国の都市の名
前・・・ではありません。アメリカ合衆国にある州のことなんです。昔、ニューメキシ
コ州は現在のメキシコ合衆国と同じく、スペイン領の一部でした。その際に付けられた

「ヌエボメヒコ（新しいメキシコ）」というスペイン語の名前がそのまま英語化されました。歴史は波乱に富んでお
り“スペイン領”→メキシコのスペインからの独立に伴い“メキシコ領”→アメリカ・メキシコ戦争の結果“アメリ
カの領土”となり、英語の他にスペイン語も広く使用されています。

町の動き 町について

人　口　　17,819 人（− 3人）
　　　　　男���8,322�人
　　　　　女����9,497 人
世帯数　　�7,789 世帯（＋ 15 世帯）
平成 30�年 7�月末現在。（�）は前月比

町　木　　さざんか
町　花　　福寿草
面　積　　8.23km2
東　経　　135�度 44�分
北　緯　　134�度 34�分

さざんか

福寿草

アメリカの本土はとても広く、都市と都市の間には、移
動のための道路が大自然の中に真っすぐに伸びている
風景も珍しくありません。本文に出てくるコロラド州と
テキサス州はアメリカ南西部に位置しますが、その間に
不思議な名前の州があります。豆知識をご覧ください。



2018年
9月
1日
号（
N
o.554）


